
意見書第４号 

 

新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書 

 

中国・武漢市を中心に発生した新型コロナウイルスによる肺炎（COVID－１９）が世界各地

に拡大し、多くの感染者・死者が発生している。令和２年２月２４日に政府の感染症対策専門

家会議が開催され、「感染の拡大のスピードを抑制し、可能な限り重症者の発生と死亡数を減

らすことが重要」との見解を発表している。 

我が国においても、新型コロナウイルス感染が国民の暮らしに不安を与えたり、また経済活

動においても深刻な影響を及ぼしているため、早急な対応がより必要である。 

国におかれては、２月２５日付で基本方針を示したところではあるが、国民の安全・安心を

確保するとともに、不安を解消するため、感染の拡大防止に向け、地方自治体と連携・協力し、

下記の事項について、さらに具体的な施策等を講じるよう強く求める。 

 

記 

１ 国内における感染拡大防止に努め、感染者及び濃厚接触者への徹底した追跡調査を行う

こと。 

２ 咳エチケットや手洗い等の具体的な感染予防の方法を周知徹底するとともに、個人情報

等に配慮しながら、迅速で正確な情報提供を行うこと。 

３ マスク、消毒用アルコール等を安定供給できる適切な措置を講じること。 

４ 相談窓口の周知徹底を図るとともに、相談体制や検査実施の強化充実を一層進めること。 

５ 簡易な検査キットの開発の為の措置を進めること。 

６ 今後発生する新たな感染症への対応も含め、感染症指定医療機関等の診療体制に万全を

期すこと。 

７ 公・私立学校、こども園、幼稚園、保育所、社会福祉施設等への正確な情報伝達ととも

に感染予防の取組を徹底すること。 

８ 観光産業及びその関連産業に対する風評被害への対応、資金融資等の緊急支援及び周知

を速やかに進めること。 

９ 周辺諸国との連携を強化するとともに、広域的な対応について早急に体制を整えること。 

１０ 感染拡大防止に万全を期すため、空港・港における水際対策の強化を一層進めること。 

１１ 新型コロナウイルスに対して必要な立法化や国庫負担等の措置をすみやかに講じること。 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出します。 
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